
確認審査図書の綴じ⽅（参考）Ver2.0 問合せ窓⼝　⼀般財団法⼈岩⼿県建築住宅センター　確認評価局確認検査室　Tel　019-623-4420  Fax 019-623-2005　いつでもお気軽にお問合せください

●凡例 必須 ←必須（必ず添付）、該当（該当ある場合）
正 副 ←正・副の別
1 1 ←部数

郵送申請提出票 １部　　　□必須　■該当ある場合　※郵送申請の場合のみ添付 確認申請書及び図書 消防同意無２部、消防同意有２〜３部　　□必須　□該当ある場合 浄化槽 ３部　　　□必須　■該当ある場合
消防同意→有　２部：盛岡広域（盛岡市・葛巻町・岩⼿町・雫⽯町・⽮⼱町・⼋幡平市・紫波町・滝沢市）

正 副 郵送申請（確認審査）提出票 　　　　　　　　　　３部：上記以外 正 副 浄化槽票
1 1 2 処理対象⼈員算定書及び処理⽔量算定書

■必須 ⼀⾯ A４〜A３ 認定書
A4 正 副 ⼆⾯ 浄化槽票 型式認定書

1 1or２ A4 ⼆⾯別紙　※建築主等が複数の場合（別紙とせずまとめて記載でも可） 処理⼈員算定 型式適合認定書
⼀⾯ 三⾯ 認定書等 型式適合認定書別添仕様書及び図⾯

⼆⾯ 四⾯ 図⾯ ・・・ 付近⾒取図 ※付近⾒取図と配置図の添付もれが
三⾯ 五⾯（PH階）※PH階がある場合 配置図 　多いので、忘れずに添付してください。

四⾯ 五⾯（２階）※２階がある場合 棟１ 　※最終放流先を明⽰
五⾯ 五⾯（１階） 設計者記名押印忘れずに 各階平⾯図

六⾯ ・・・ 六⾯ 　※⾯積が確認できること（確認できない場合は、床⾯積算定表を添付）
四⾯　※棟数が複数の場合　以下同様 屋内外配管図及び屋外配管の縦断⾯図
五⾯ 棟２ 　※放流先のまでの⽔位差及び距離を明⽰

事前協議連絡票 １部　　　□必須　■該当ある場合　※窓⼝申請で事前協議からの場合のみ添付 六⾯

正 副 事前協議連絡票 ■該当 24ｈ換気計算書　※他図⾯へ記載した場合は添付省略可
1 正 副 天井裏等への措置　※他図⾯への特記がある場合は添付省略可

1 1or２ A4〜A3 使⽤建築材料表　※他図⾯への特記がある場合は添付省略可　←　設計者記名押印忘れずに
A4 換気計算 型番と給排気量を確認できる資料（PQ線図やカタログの写し）

天井裏措置
使⽤材料表
確認できる資料 ・・・

■必須 委任状
正 副 ※代理⼈による申請の場合
1

A4

契約書 ２部　　　■必須　□該当ある場合 ■必須 建築⼠免許書の写し 建築計画概要書 １部　　　■必須　□該当ある場合
正 副 建築⼠定期講習修了書の写し

正 副 確認（変更）審査に関する契約書 1 A４ ※管理建築⼠講習修了書の写しと間違えないようにしてくださ 正 副 ⼀⾯
1 1 免許書の写し ※設計者及び⼯事監理者の該当者全員分を添付してください 1 ⼀⾯別紙　※建築主等が複数の場合（別紙とせずまとめて記載でも可）

定期講習の写し ・・・ A4 ⼆⾯
A4 ⼀⾯ 三⾯ ※付近⾒取図と配置図は⾒易い縮尺とし、

■該当 ☆該当する場合のみ添付 ⼆⾯ 　A4で２枚に分けるなどし、不鮮明とならないよう配慮してください。
正 副 開発許可・宅地造成等の許可証の写し 三⾯
1 1or２ A４

・・・

該当 ☆該当する場合のみ添付
正 副 認定型式の認定書の写し
1 1or２ A４ 認証型式部材等の認証書の写し

・・・
現地調査票 １部　　　■必須　□該当ある場合 ⼯事届 １部　　　■必須　□該当ある場合

■該当 ☆該当する場合のみ添付
正 副 現地調査票　※盛岡市以外 正 副 敷地分割（変更）届書（受理済）の写し 正 副 ⼀⾯　※建築主等が複数の場合、⼀⾯にまとめて記載し⼈数分の押印
1 1 1or２ A４ ※分割前後の配置図の添付を求める場合があります。 1 ⼆⾯

ｏｒ ・・・ 法12条５項に基づく報告書（受理済）の写し A4 三⾯　※申請建築物が住宅の場合に添付
A4 　※違反部分と是正内容がわかる資料の添付を求める場合があります。 ⼀⾯ 四⾯　※既存建築物の除却がある場合に添付

他法令等調査票　※盛岡市のみ ⼆⾯
■必須 ◎⼤雑把な分類（意匠→設備→構造） 三⾯
正 副 付近⾒取図　※建築場所が特定できるようにしてください。 四⾯
1 1or２ A３〜A１ 配置図

意匠 内外部仕上表
設備 ⾯積算定表（敷地⾯積・建築⾯積・床⾯積）

構造 ・・・ 各階平⾯図
⽴⾯図 申プロデータ 　　　　　■必須　□該当ある場合　※対応できる場合はご協⼒ください。
付属建築物（物置・⾞庫など）関係図⾯等 ICBAの確認申請プログラム（申プロ）で作成した

免除申請書 １部　　　□必須　■該当ある場合 構造計算書等（アルミ造、丸太組構法等の場合） 正 副 申請書第１〜６⾯のデータ
・・・・・など 1 ※提出は、事前申請・本契約のどちらも必要です。

正 副 確認申請⼿数料免除申請書 ※申プロに準じるデータの受付も可能です。
1 罹災証明の写し ■該当 ☆該当する場合のみ添付（既存不適格の増築等の場合） フォルダ名　20161003_岩⼿花⼦様邸_確認申請書_建築物_00

A4 正 副 既存建築物現況届出書　※県及び各市町村様式に準じる USB or (提出予定⽇)_(物件名)_(申プロ⾃動保存名称と採番のとおり)
1 1or２ A３〜A１ 既存建築物の配置図及び平⾯図 とし、申請書ﾃﾞｰﾀ.xml　を提出してください。

罹災証明の写し 新築⼜は増築等の時期を⽰す書類（検査済証等）
・・・ 基準時以前の建築基準関係規定への適合を確かめるための図書等 送信先：確認検査室代表アドレス kakunin@ikjc.or.jp

USBの場合 メールの場合
・・・・・など 窓⼝にてデータ保存後、 メール受信確認後に受付を⾏いますので、必ず事前に送信をお願いします。

その場で返却いたします。 なお、個⼈情報保護の観点から、代理者さまの誤送信による情報漏洩に対して、
■該当 ☆該当する場合のみ添付（⼯場、危険物を貯蔵している場合） 当センターでは責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
正 副 ⼯場調書　※県及び各市町村様式に準じる また、郵送申請の場合は、USB紛失破損等防⽌のため、
1 1or２ A４ ※基準時の配置図及び各階平⾯図を添付 メール受信での受付のみとさせて頂きますので、ご協⼒ください。

・・・ ・・・・・など
※申プロデータ提出の詳細については、「10⽉3⽇から、必要となるもの・不要となるもの」リーフレットをご確認ください。

免除申請書

H29.3受付分から、現地調査票の
様式が変更となります

浄化槽関係

※放流先⽔路の管理者には、事前に放流同意書による同意を得てください。
ただし、同意書の添付は不要です。

計画概要書

⼯事届

H28.10受付分
から、添付不要と
なります

提出票

H29.3受付分から様式が変更とな
り、HPから様式をDLできるように準
備しました

確認申請書

提出票

　日頃から丁寧な申請書類の作成を頂きまして、誠にありがとうございます。当センターでは、「親切」「丁寧」「迅速」をモット－に、よりスピーディーで正確な
審査に努めさせて頂きます。また、郵送受付をH28.２より開始いたしました。初めて当センターをご利用される設計者及び代理者の皆さまのために、手引きとして
まとめましたので、参考としてご確認ください。

現地調査票

契約書

H29.3契約分から、添付不要とな
り、契約書の代わりに、引受承諾書
をセンターから交付します

170301

⼯場調書

シックハウス

委任状

免許書等

型式認定等

許可証等

⾏政関連

図⾯

既存不適格
mail

※建築確認⼿続き等の運⽤改善マニュアル「⼩規模建築
物⽤（⽊造住宅等）」を参照に作成してください。

不要

変更

不要

H28.9～
ご利用ください

ぜひ

変更


